
 

「おだタク・おだチケ実証事業」の見直し内容について 
１ 相乗りタクシー「おだタク」の運行 

  第１弾 

(R5.11～R6.3) 

第２弾 

(R6.4～10) 

第３弾 

(R6.11～R7.3) 

第４弾 

(R7.4～10) 

第５弾 

(R7.11～R8.3) 

運行地区 前羽 前羽、下曽我・国府津、片浦 片浦 片浦 片浦 

運行日数 週５日 週２日 週２日 週２日 週２日 

利用方法 完全予約制 予約不要(先着順) 予約不要(先着順) 予約不要(先着順) 予約不要(先着順) 

運  賃 １便 600円(乗車人数に応じて案分) 

 ※第５弾では、運行ダイヤの見直しを行っています。 

２ タクシー・路線バス共通助成券「おだチケ」の配付 

 第１弾 

(R5.11～R6.3) 

第２弾 

(R6.4～10) 

第３弾 

(R6.11～R7.3) 

第４弾 

(R7.4～10) 

第５弾 

(R7.11～R8.3) 

対象地区 

曽我、下曽我、国
府津、前羽、橘北
(現：下中) 

曽我、下曽我、国府
津、前羽、橘北(現：
下中)、片浦、豊川(一
部)、上府中(一部) 

曽我、下曽我、国府津、前
羽、橘北(現：下中)、片浦、
豊川(全域)、上府中(全
域)、桜井 

曽我、下曽我、国府津、前
羽、橘北(現：下中)、片浦、
豊川(全域)、上府中(全
域)、桜井 

曽我、下曽我、国府津、前
羽、下中、片浦、豊川(全
域)、上府中(全域)、桜井 

対 象 者 

75歳以上 

運転免許証非保有

者 

70歳以上 

運転免許証非保有者 

①70歳以上 

運転免許証非保有者 

②妊婦 

①70歳以上 

運転免許証非保有者 

②妊婦 

①70歳以上 

運転免許証非保有者 

②妊婦 

利用でき

る 

バス事業

者 

・路線 

富士急モビリテ
ィ 

対象地区内の路線の
み利用可能 
 

乗り継ぎ等、対象地区以
外の路線でも利用可能 
※一部路線は利用不可 

乗り継ぎ等、対象地区以
外の路線でも利用可能 
※一部路線は利用不可 

乗り継ぎ等、対象地区以
外の路線でも利用可能 
※一部路線は利用不可 

神奈川中央交通 

箱根登山バス 

富士急モビリティや神奈川中央交通は高齢者定期券等の購入で全路線利用可能 

助成金額 一人あたり、2,400円／月相当 

 ※第５弾では、第４弾の事業内容を継続しています。 


